
住宅や建築物の耐震化にかかる補助金その1

※補助対象となる条件が複数あります。詳しくはお問い合わせください。

※このお知らせは、補助の内容の全てを掲載しているわけではありません。

※各事業とも、予算の範囲内で申請を受け付けます。

※申請前に工事・契約をしてしまうと、補助が受けられませんのでご注意ください。

申請・問い合わせ先

建築営繕課 建築指導係（補助制度に関すること） ☎４７－１０６２

都市整備課 空家対策推進室 （空き家に関すること） ☎４７－１０１５

耐震シェルター等の命を守るための補助金

〇居室単位の改修工事

〇耐震シェルターの設置

特定の居室に限定して、部屋型のユニットを設置す
る工事を補助します。

〇耐震ベッドの設置

特定の居室に限定して、居室単位の耐震改修工事
を補助します。

最大83.8万円補助

高齢者等が居住する住宅に、金属製フレーム等
で上部を覆ったベッドの設置を補助します。

最大50万円補助

～地震時に避難する空間を確保～

～地震に強い部屋を確保～

～寝ているときの安全を確保～

令和６年１月に発生した能登半島地震では、高齢化率が高く住宅耐震化が進んでい
なかった地域で、木造住宅の倒壊被害が多発し、築年数の古い木造住宅の１階部分が
押しつぶされるような被害が多くみられました。

境港市では、「倒壊から命を守るための対策」として、高齢者等にも取

り組みやすい補助制度を設けています。

その2

※補助対象となる条件が複数あります。
詳しくはお問い合わせください。

最大100万円補助

平成12年以前に建てられた木造の一戸建て住宅や
昭和56年以前に建てられた建築物に対して、耐震化
に係る補助制度を設けています。

耐震診断 無料！ 対象費用×2/3

耐震改修設計 最大 16 万円
設計費の1/2

対象費用×2/3２step

耐震改修工事 最大140万円
工事費の4/5

対象費用×23％３step

除却(解体) 最大97.9万円
工事費の23％

対象費用×23％

平成12年以前に建てられた

一戸建ての木造住宅
※木造以外についてはお問い合わせ下さい

昭和56年以前に建てられた

住宅以外の建築物
※面積による上限があります

step１

～まずは耐震診断をしましょう～

市では、空き家を利活用することを目的としたリフォームなどの改修工事にも補助
制度があります。耐震改修工事の補助制度とあわせて、活用することも可能です。
また、除却する場合の補助制度もあります。ぜひご検討ください。

～空き家の耐震改修をされる方へ～

進めよう！住まいの耐震化！

まずは窓口でご相談を！

※各事業について、詳しくは市ホームページをご覧いただくか建築営繕課までお問合せください。

～地震から家族を守るため、境港市は住まいの耐震化を応援します～

その3 省エネ改修にかかる補助金

開口部（窓、ドア等）、躯体（床、壁等）の断熱化工事、
設備の効率化工事を補助しています。
（全面改修、部分改修が対象です。）

～耐震改修と併せて行う省エネ改修が対象です～
最大70万円補助
工事費の４/５

新しい補助制度
補助額
UP！

補助額
UP！

※補助対象となる条件が複数あります。詳しくはお問い合わせください。


